
代理受領

代理受領制度のご案内

木造住宅耐震改修費補助金を申請するかたは，
補助金の代理受領制度が利用できます

代理受領制度とは・・・

通常，耐震改修工事の補助金は市から申請者へ交付されますが，この制度を利用した場

合は，工事業者等が直接受け取ることになります

この制度を利用することで，申請者は耐震改修費用から補助金を差引いた額を工事業者

等へ支払えばよいため，通常の場合と比べ用意する費用の負担が少なく済みます

ただし，この制度を利用する場合は，工事業者等との間で十分な合意がなされているこ

とが必要となります

代理受領のイメージ
（改修費用２００万円 補助金１１５万円の場合の例）
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①改修費用２００万円を工事業者等へ支払い
②申請者は①の領収書を市に提出
③②の確認後，市が申請者へ補助金１１５万
円を交付

①改修費用８５万円を工事業者等へ支払い

②申請者は①の領収書及び補助金の受領を工事

業者等へ委任する旨の書面を市へ提出

③②の確認後，市が工事業者等へ補助金１１５

万円を交付
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◎代理受領制度を利用した場合の手続の流れ

補助金交付申請の流れ 代理受領の流れ

・代理受領制度を利用する場合は，契約予定の工事業者等との間で事前に利用することについての

十分な理解と合意がなされていること。

・代理受領届出書は補助金交付申請と併せて提出すること。

・補助金確定通知後の補助金交付請求書提出までに代理受領に係る委任状の提出が必要。委任状が

提出された場合は，補助金交付請求書の口座振込み先欄には受任者(工事業者等)の指定口座を記入。

【ご注意ください】
この制度は，補助金が単独の工事業者等へ全額支払うことができる場合に利用可能。交付される補
助金が，複数の工事業者等へ支払わなければならないような金額となる場合は利用不可。

※変更届があった場合

補助金交付申請 代理受領届出書提出

代理受領届出確認通知送付補助金交付決定

契約

事業の実施

事業の完了

実績報告書提出

補助金確定通知

代理受領届出取下届提出

※制度の利用を取止める場合

代理受領届出変更届提出

※届出の内容に変更がある場合

代理受領届出変更確認通知

補助金交付請求書提出

受任者の口座へ補助金の振込

代理受領に係る委任状提出
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